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議案第１０号  

 

城陽市旅費条例の一部改正について  

 

城陽市旅費条例の一部を改正する条例を次のように定めたいので、議

会の議決を求める。  

 

  令和７年２月２５日提出  

   (2025年 ) 

 

城陽市長  奥  田  敏  晴  
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城陽市旅費条例の一部を改正する条例 

 城陽市旅費条例（昭和２６年城陽市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

現       行 改   正   後 

（目的） 

第１条 この条例は、公務のため旅行する常勤の

特別職（以下「市長等」という。）および一般

職の職員に対し支給する旅費に関しその基準を

定め、公務の円滑な運営に資するとともに経費

の適正な支出を図ることを目的とする。 

２ 市が職員に対し支給する旅費に関しては他の

条例に特別の定めがある場合を除く外この条例

の定めるところによる。 

 

（用語の意義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語

の意義は当該各号に定めるところによる。 

(1) 略 

(1)の２ 略 

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署

を離れて旅行（又は職員以外の者が公務のた

め一時その住所を離れて旅行）することをい

う。 

 

 

 

 

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に

伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に

旅行することをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、公務のため旅行する常勤の

特別職及び一般職の職員に対し支給する旅費に

関しその基準を定め、公務の円滑な運営に資す

るとともに経費の適正な支出を図ることを目的

とする。 

２ 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅

費に関しては、他の条例に特別の定めがある場

合を除くほか、この条例の定めるところによる

。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 略 

(2) 略 

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署

（常時勤務する勤務公署のない場合又は任命

権者若しくはその委任を受けた者（以下「出

張命令権者」という。）が認める場合には、

その職員の住所、居所その他出張命令権者が

認める場所）を離れて旅行し、又は職員以外

の者が公務のため一時その住所若しくは居所

を離れて旅行することをいう。 

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に

伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公

署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がそ

の転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤

務公署に旅行することをいう。 

(5) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭

和２７年法律第２３９号）に規定する旅行業

者をいう。）その他の規則で定める者（以下

この号において「旅行業者等」という。）で

あつて、市と旅行役務提供契約（旅行業者等

が市に対して旅行に係る役務その他の規則で

定めるものを旅行者に提供することを約し、

かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行
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(4) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む

。以下同じ。）子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を

維持しているものをいう。 

２ この条例において「何々地」という場合には

市町村の存する地域（都の特別区の存する地域

にあつては特別区の存する全地域） 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、または赴任した場合には

、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、赴

任の場合には、市長が特に必要あるものとして

認めるものの外、旅費は支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出張命令） 

第４条 職員が出張又は旅行する場合には市長又

はその委任を受けた者の発する出張命令によつ

て行わなければならない。 

２ 出張命令権者は電信、電話、郵便等の通信に

よる連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図る

ことができない場合で且つ予算上旅費の支出が

可能である場合に限り出張命令を発することが

できる。 

３ 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更

に係る旅費に相当する金額を支払うことを約

する契約をいう。次条第３項において同じ。

）を締結したものをいう。 

 (6) 家族 職員の配偶者（婚姻の届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。）、子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。 

 

 

 

 

（旅費の支給） 

第３条 職員が出張し、又は赴任した場合には、

当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、赴

任の場合は、市長が特に必要があると認めると

きに限る。 

２ 前項の規定により旅費の支給を受けることが

できる者が次条第３項の規定により出張命令の

変更（取消しを含む。次条及び第５条において

同じ。）を受け、又は死亡した場合その他規則

で定める場合には、当該旅行のため既に支出し

た金額のうちその者の損失となる金額又は支出

を要する金額で規則で定めるものを旅費として

支給することができる。 

３ 第１項本文又は前項に規定する場合において

、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供

者に支払うべき金額があるときは、これらの項

に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当

該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相

当するものとして支払うことができる。 

（出張命令） 

第４条 職員の旅行は、出張命令権者の発する出

張命令によつて行わなければならない。 

 

２ 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信

による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を

図ることができない場合で、予算上旅費の支出

が可能であるときに限り、出張命令を発するこ

とができる。 

３ 出張命令権者は、既に発した出張命令の変更
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（取消を含む。以下同じ。）する必要があると

認める場合で、前項の規定に該当する場合には

、自ら又は第５条第１項若しくは第２項の規定

による旅行者若しくは出張者の申請に基づき、

これを変更することができる。 

４ 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれ

を変更するには、出張命令書を交付してこれを

しなければならない。ただし、出張命令書を交

付するいとまがない場合には、口頭により出張

命令を発し、又はこれを変更することができる

。 

５ 出張命令権者は口頭により出張命令を発し又

はこれを変更した場合にはできるだけすみやか

に出張命令書を当該出張者に交付しなければな

らない。 

６ 出張命令書の記載事項及び様式は規則で定め

る。 

（出張命令に従わない旅行） 

第５条 旅行者は公務上の必要又は天災その他や

むを得ない事情に因り出張命令に従つて旅行す

ることができない場合にはあらかじめ出張命令

権者に出張命令の変更を申請しなければならな

い。出張者は前項の規定による出張命令の変更

の申請をするいとまがない場合には出張命令に

従わないで旅行した後、できるだけすみやかに

出張命令権者に出張命令の変更を申請しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

２ 出張者が前２項の規定による出張命令の変更

を申請せず又は申請したがその変更が認められ

なかつた場合において出張命令に従わないで旅

行したときは当該旅行者は出張命令に従つた限

度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることが

出来る。 

（旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は鉄道賃、船賃、航空賃、車

をする必要があると認める場合で、前項の規定

に該当するときには、自ら又は次条第１項若し

くは第２項の規定による旅行者の申請に基づき

、その変更をすることができる。 

 

４ 出張命令権者は、出張命令を発し、又はその

変更をするには、出張命令書を交付しなければ

ならない。ただし、出張命令書を交付するいと

まがない場合には、口頭により出張命令を発し

、又はその変更をすることができる。 

 

５ 出張命令権者は、口頭により出張命令を発し

、又はその変更をした場合には、できるだけ速

やかに出張命令書を当該旅行者に交付しなけれ

ばならない。 

 

 

（出張命令に従わない旅行） 

第５条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他

やむを得ない事情により出張命令（前条第３項

の規定により変更を受けた出張命令を含む。以

下この条において同じ。）に従つて旅行するこ

とができない場合には、あらかじめ出張命令権

者に出張命令の変更を申請しなければならない

。 

 

 

２ 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更

を申請するいとまがない場合には、出張命令に

従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出

張命令権者に出張命令の変更を申請しなければ

ならない。 

３ 旅行者が前２項の規定による出張命令の変更

を申請せず、又は申請したがその変更が認めら

れなかつた場合において、出張命令に従わない

で旅行したときは、当該旅行者は、出張命令に

従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受

けることができる。 

（旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、
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賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当

、扶養親族移転料とする。 

２ 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運

賃等により支給する。 

３ 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃

等により支給する。 

４ 航空賃は任命権者が特に必要と認めた航空旅

行について路程に応じ旅客運賃により支給する

。 

５ 車賃は陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行

について路程に応じ１粁当りの定額又は実費額

により支給する。 

６ 日当は旅行中の日数に応じ１日当りの定額に

より支給する。 

７ 宿泊料は旅行中の夜数に応じ１夜当りの定額

により支給する。 

８ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に

応じ１夜当たりの定額により支給する。 

９ 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転に

ついて、路程に応じ一定距離当りの定額により

支給する。 

１０ 着後手当は、赴任を伴う住所又は居所の移

転について、定額により支給する。 

１１ 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の

移転について、支給する。 

（旅費の計算） 

第７条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法

により旅行した場合の旅費により計算する。但

し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない

事情により最も経済的な通常の経路及び方法に

よつて旅行し難い場合にはその現によつた経路

及び方法によつて計算する。 

第８条 旅費計算上の旅行日数は旅行のために現

に要した日数による。但し、公務上の必要又は

天災その他やむを得ない事情に因り要した日数

を除く外、鉄道旅行にあつては４００キロメー

トル、水路旅行にあつては２００キロメートル

、陸路旅行にあつては５０キロメートルについ

て１日の割合をもつて通算した日数をこえるこ

とができない。 

その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手

当、転居費、着後滞在費、家族移転費とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旅費の計算） 

第７条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方

法により旅行した場合によつて計算する。ただ

し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない

事情により最も経済的な通常の経路又は方法に

より旅行し難い場合には、その現によつた経路

及び方法によつて計算する。 
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２ 前項但書の規定により通算した日数に１日未

満の端数を生じたときはこれを１日とする。 

第９条 １日の旅行において日当について定額を

異にする事由が生じた場合には額の多い方の定

額による日当を支給する。 

（旅費の請求手続） 

第１０条 旅費（概算払による旅費を含む。）の

支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る

旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしよう

とする者は、所定の請求書に必要な書類を添え

て、これを市長又はその委任を受けた支出命令

権者（以下「支出命令権者」という。）に提出

しなければならない。この場合において必要な

添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は

、この請求に係る旅費額のうちの書類を提出し

なかつたためにその旅費の必要が明らかにされ

なかつた部分の金額の支給を受けることができ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当

該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行に

ついて前項の規定による旅費の精算をしなけれ

ばならない。 

３ 支出命令権者は前項の規定による精算の結果

過払金があつた場合には所定の期間内に当該過

払金を返納させなければならない。 

４ 支出命令権者はその支払つた概算払にかかる

旅費の支給を受けた旅行者が第２項に規定する

期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項

に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場

合には当該支出命令権者がその後においてその

者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算

払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額

 

 

 

 

 

（旅費の請求手続） 

第８条 旅費（概算払による旅費を含む。）の支

給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅

費の支給を受けた旅行者でその精算をしようと

するもの並びに旅費に相当する金額の支払を受

けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書

（当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁

的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によつては認識することができない方式で作

られる記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。第５項において

同じ。）を含む。以下この条において同じ。）

に必要な資料を添えて、これを市長又はその委

任を受けた支出命令権者（以下「支出命令権者

」という。）に提出しなければならない。この

場合において、必要な資料の全部又は一部を提

出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅

費に相当する金額のうちその資料を提出しなか

つたためにその旅費又は旅費に相当する金額の

必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支

払を受けることができない。 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、

当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅

行について前項の規定による旅費の精算をしな

ければならない。 

３ 支出命令権者は、前項の規定による精算の結

果過払金があつた場合には、所定の期間内に、

当該過払金を返納させなければならない。 

４ 支出命令権者は、その支払つた概算払に係る

旅費の支給を受けた旅行者が第２項に規定する

期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項

に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場

合には、当該支出命令権者がその後においてそ

の者に対し支払う規則で定める給与又は旅費の

額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金
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を差し引かなければならない。 

５ 第１項に規定する請求書及び必要な添付書類

の種類、記載事項及び様式第２項及び第３項に

規定する期間並びに前項に規定する給与種類は

規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

（鉄道賃） 

第１１条 鉄道賃の額は旅客運賃（以下本条にお

いて「運賃」という。）、急行料金（これらの

ものに対する通行税を含む。）及び座席指定料

金による。 

 

 

 

 

 

２ 急行料金は、次の各号の一に該当する場合に

限り、支給する。 

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で

片道１００キロメートル以上のもの 

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で

片道５０キロメートル以上のもの 

３ 座席指定料金は、普通急行列車を運行する線

路による旅行で、片道１００キロメートル以上

の場合に限り、支給する。 

（船賃） 

第１２条 船賃の額は次の各号に規定する旅客運

賃及寝台料金による。 

 

 

 

 

 

 

に相当する金額を差し引かなければならない。 

５ 請求書又は資料が電磁的記録で作成されてい

るときは、電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であつて規則で定めるものをいう。次項に

おいて同じ。）をもつて提出することができる

。 

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電

磁的方法により行われたときは、支出命令権者

の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がなされた時に当該請求書又は資料を

提出したものとみなす。 

（鉄道賃） 

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１

年法律第９２号）に規定する鉄道事業の用に供

する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号

）に規定する軌道をいう。第１２及び第１３条

において同じ。）を利用する移動に要する費用

とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に

支払う費用のうち公務のため特に必要とする費

用であつて規則で定めるものの額の合計額とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（船賃） 

第１０条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４

年法律第１８７号）に規定する船舶運航事業の

用に供する船舶をいう。第１２条及び第１３条

において同じ。）を利用する移動に要する費用

とし、その額は、運賃その他運賃に加えて別に

支払う費用のうち公務のため特に必要とする費

用であつて規則で定めるものの額の合計額とす

る。 
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(1) 運賃の等級を区分し又は特別船室料金を徴

する船舶による旅行の場合には上級の運賃に

特別船室料金を加算する。 

(2) 運賃の等級及び特別船室料金を徴する設備

を設けない船舶による旅行の場合には、その

乗船に要する運賃 

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要と

した場合には前号に規定する運賃の外、現に

支払つた寝台料金 

（航空賃） 

第１２条の２ 航空賃の額は、現に支払つた旅客

運賃による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（車賃） 

第１３条 車賃の額は別表第１の定額による。但

し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない

事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁する

ことが出来ない場合には実費額による。 

 

 

 

 

 

２ 車賃は全路程を通算して計算する。 

３ 前項の規定により通算した路程に１キロメー

トル未満の端数を生じたときはこれを切り捨て

る。 

（日当） 

第１４条 日当の額は別表第１の定額による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （航空賃） 

第１１条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７

年法律第２３１号）に規定する航空運送事業の

用に供する航空機をいう。次条及び第１３条に

おいて同じ。）を利用する移動に要する費用と

し、その額は、運賃その他運賃に加えて別に支

払う費用のうち公務のため特に必要とする費用

であつて規則で定めるものの額の合計額とする

。 

 （鉄道賃、船賃及び航空賃の運賃の額の上限） 

第１２条 前３条に規定する運賃の額の上限は、

運賃の等級が区分された鉄道、船舶又は航空機

により移動する場合は、最下級の運賃の額とす

る。 

（その他の交通費） 

第１３条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航

空機以外を利用する移動に要する費用とし、そ

の額は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３

号）第３条に規定する一般乗合旅客自動車運送

事業（路線を定めて定期に運行する自動車によ

り乗合旅客の運送を行うものに限る。）の用に

供する自動車を利用する移動に要する運賃その

他公務のため特に必要とする費用であつて規則

で定めるものの額の合計額とする。 

 

 

 

 

 （宿泊費） 

第１４条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用

とし、その額は、地域の実情を勘案して規則で
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（宿泊料） 

第１５条 宿泊料の額は別表第１の定額による。 

 

 

 

 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については

、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事

情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り

、支給する。 

（食卓料） 

第１６条 食卓料の額は別表第１の定額による。 

 

 

 

２ 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに食費

を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しな

いが食費を要する場合に限り、支給する。 

（移転料） 

第１７条 移転料の額は、次の各号に規定する額

による。 

 

 

 

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧

在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表

第２の定額による額 

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、

前号に規定する額の２分の１に相当する額 

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命

ぜられた日の翌日から１年以内に扶養親族を

移転する場合には、前号に規定する額に相当

する額 

２ 前項第３号の場合において、扶養親族を移転

した際における移転料の定額が職員が赴任した

際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は

、扶養親族を移転した際における移転料の定額

を基礎として計算する。 

定める額（次条において「宿泊費基準額」とい

う。）とする。 

 （包括宿泊費） 

第１５条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する

一体の対価として支払われる費用とし、その額

は、当該移動に係る第９条から第１３条までに

規定する額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の

合計額とする。 

 

 

 

 

 （宿泊手当） 

第１６条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な

諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通

常要する費用の額を勘案して規則で定める１夜

当たりの定額とする。 

 

 

 

 （転居費） 

第１７条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費

用（第１９条第１項各号に掲げる場合の家族の

転居に要する費用を含む。）とし、その額は、

転居の実態を勘案して規則で定める方法により

算定される額とする。 
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（着後手当） 

第１８条 着後手当の額は、別表第１の日当額の

５日分及び宿泊料定額の５夜分を支給する。 

 

 

（扶養親族移転料） 

第１９条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規

定する額による。 

 

(1) 赴任の際または赴任を命ぜられた日の翌日

から１年以内に扶養親族を随伴する場合には

、扶養親族１人ごとに、その移転の際におけ

る年齢に従い別表第３により支給する。 

 

 

 

 

(2) 前号の規定により計算する場合において、

当該旅費の額に円位未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

（旅費の特例） 

第２０条 特別の事情により前各条によりがたい

場合においては、別に定額旅費を支給すること

ができる。 

 

 

 

 

 

２ 第１１条第１項の規定にかかわらず、任命権

者が必要と認めた場合に限り、特別車輌料金を

支給することができる。 

 

 

 （着後滞在費） 

第１８条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要

な滞在に係る費用とし、５夜分を限度として現

に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合

計額に相当する額とする。 

 （家族移転費） 

第１９条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転

に要する費用とし、その額は、次の各号に掲げ

る場合に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日におい

て同居している者に限る。以下この号及び次

号において同じ。）を職員の新居住地に移転

する場合 家族１人ごとに、職員がその移転

をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航

空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費

、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当す

る額 

(2) 前号に掲げる場合に該当せず、かつ、赴任

を命ぜられた日の翌日から１年以内に家族を

職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの

間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後

における職員の新居住地）に移転する場合 

前号の規定に準じて算定した額 

２ 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その

他やむを得ない事情がある場合には、前項第２

号に規定する期間を延長することができる。 

（旅費の支給額の上限） 

第２０条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交

通費（家族移転費のうちこれらに相当する部分

を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条から

第１１条まで及び第１３条に規定する各費用に

ついて、当該各条並びに第７条及び第１２条の

規定により計算した額と現に支払つた額とを比

較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合

計した額とする。 

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（

宿泊手当に相当する部分を除く。）及び家族移

転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）に係

る旅費の支給額は、当該各費用について第７条

、第１４条、第１５条及び第１７条から第１９
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３ 第１１条第２項及び第３項の規定にかかわら

ず、出張命令権者が必要と認めた場合に限り急

行料金及び座席指定料金を支給することができ

る。 

（外国旅行の旅費） 

第２０条の２ 外国旅行を命ぜられた場合の旅費

については、国家公務員等の旅費に関する法律

（昭和２５年法律第１１４号）の例により、市

長が別に定める。 

 

（旅費の調整） 

第２１条 任命権者は、この条例の規定による旅

費が当該旅行の性質上又は特別の事情により、

実費に対し過不足を生じると認められる場合は

、旅費を調整して支給することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実施規定） 

第２２条 この条例の実施のための手続その他の

執行について必要な事項は規則で定める。 

条第１項までの規定により計算した額と現に支

払つた額とを比較し、当該各費用ごとのいずれ

か少ない額を合計した額とする。 

 

 

 

 

（外国旅行の旅費） 

第２１条 外国旅行を命ぜられた場合の旅費につ

いては、第９条から第１９条までの規定にかか

わらず、国家公務員等の旅費に関する法律（昭

和２５年法律第１１４号）の規定の例により、

市長が別に定める。 

（旅費の調整） 

第２２条 支出命令権者は、この条例の規定によ

る旅費が当該旅行の性質上又は特別の事情によ

り、実費に対し過不足を生じると認められる場

合は、旅費を調整して支給することができる。 

 （旅費の返納） 

第２３条 支出命令権者は、旅行者又は旅行役務

提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定

に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額

の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金

額を返納させなければならない。 

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規

定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支

出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、

その後においてその者に対し支出し、又は支払

う規則で定める給与又は旅費の額から、当該旅

費に相当する金額を差し引くことができる。 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、この条

例の実施のために必要な事項は、規則で定める

。 

 別表第１から別表第３までを削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年（２０２５年）４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の城陽市旅費条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の
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日以後に新条例第２条第３号に規定する出張命令権者が主張命令を発する旅行について適用し、同日

前に出張命令権者が出張命令を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、同日前に出張

命令権者が出張命令を発し、かつ、同日以後に同号に規定する出張命令権者が新条例第４条第３項の

規定により当該出張命令を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日

以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、な

お従前の例による。 

３ 新条例第２３条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合

について適用する。 
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提案理由  

 

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の一

部が改正されたことに伴い、城陽市旅費条例（昭和２６年城陽市条例第

２２号）について所要の改正を行いたいので、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２０４条第３項及び地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２４条第５項の規定に基づいて本案を提案するものである。  

 

 

 

参照条文  

 

地方自治法（抜粋）  

〔給料、旅費及び諸手当〕  

第２０４条      略  

②          略  

③  給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定め

なければならない。  

 

 

 

地方公務員法（抜粋）  

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準）  

第２４条       略  

２～４        略  

５  職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。  
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参考資料  

 

城陽市旅費条例の一部改正条例要綱  

 

国家公務員等の旅費に関する法律の改正に伴い、条例を改正するも

の。経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るた

め、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほ

か、適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずる。  

法及び条例改正の内容は以下のとおり。  

 

①旅費の計算等に係る規定の簡素化  

旅費は費用弁償であり、給与のように法律で詳細を規定する必要が

ないことから、旅費の種類や内容に係る技術的事項を政令に委任す

ることで、適時・適切に時代の変化に対応できる制度に改める。  

⇒旅費の種類等の詳細を規則に委任する。（第６条、第９条から第

１９条関係）  

 

②旅費の支給対象の見直し  

職員による立替えをなくし、事務負担軽減を図るため、旅行者に対

する旅費の支給に代えて、旅行代理店等の対する直接の支払を可能

とする。  

⇒旅行者本人のみでなく「旅行役務提供者」への支払を可能とする。

（第３条関係）※旅行役務提供者…旅行業者や鉄道会社等  

 

③国費の適正な支出の確保  

実費支給等、旅行の実態に即した旅費の支給が可能となる一方で、

一定程度自由度が増す面もあることから、法令の規定に違反して旅

費を受給した旅行者等に対して旅費の返納を求め、旅行者の給与等

からの控除を可能とする規定を新設する。  

⇒返納の必要が生じた場合は給与等からの控除ができるようになる

（控除できる給与等の種類は規則で定める）。（第２３条関係）  
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【改正内容】  

名称  改正前  名称  改正後  

鉄
道
賃 

実費  

・急行料金…  

片道１００㎞以上に支給  

座席指定料金…  

片道１００㎞以上に支給  

・直行直帰の場合は、居住

地と出張先間の運賃及び

勤務地と出張先間の運賃

の安価な方  

鉄
道
賃
※ 

実費（上限なし）  

・運賃、急行料金、寝台   

料金、座席指定料金、そ

の他付随する費用  

・路面電車等の鉄道以外も

可  

・通勤手当と重複する部分

は支給しない  

・勤務地等以外を出発地と

する場合は勤務地等から

とそれ以外を比較して安

価な方  

船
賃 

実費  

・特別船室料金、寝台料金

が必要な場合は別途支給  

船
賃
※ 

実費（上限なし）  

・運賃、寝台料金、座席  

指定料金、その他付随す

る費用  

航
空
賃 

実費  

航
空
賃
※ 

実費（上限なし）  

・運賃、座席指定料金、   

その他付随する費用  

車
賃 

１㎞３７円  

そ
の
他
の

交
通
費
※ 

実費（上限なし）  

・バスの運賃、タクシー  

やレンタカー費用も必要

に応じ可  

日
当 

・昼食代として指定された

市町村以外  １，０００

円支給  

・長期出張については雑費

として日当を支給。ただ

し、日数に応じて減額調

整有。  

    （廃止）  

宿
泊
料 

・指定のない場合   

食事代込１０，０００円  

・指定がある場合  

実費（夕食・朝食も指定

の場合は実費）  

・指定された宿泊先で食事

の 指 定 が な い 場 合 は 朝

食、夕食につき１，００

０円を宿泊料として支給  

宿
泊
費
※ 

実費（上限あり）  

・上限額は宿泊地の都道府

県により８，０００円～

１９，０００円  
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名称  改正前  名称  改正後  

 （新設）  
包
括 

宿
泊
費 

実費（交通費と宿泊費基準

額の合計額を上限）  

食
卓
料 

１夜につき２，０００円   （廃止）  

 （新設）  

宿
泊
手
当
※ 

上限２，４００円  

・朝食・夕食・諸雑費の有    

無により支給  

移
転
料 

扶養家族を移転する場合  

鉄道１００㎞未満   

１２３，０００円  

１００㎞以上３００㎞未満  

    １５２，０００円  

３００㎞以上５００㎞未満  

    １８７，０００円  

５００㎞以上１，０００㎞

未満  

 ２４８，０００円  

１，０００  ㎞以上      

２６１，０００円  

扶養家族を移転しない場合  

は上の２分の１、移転しな

いが１年以内に移転する場

合は上に相当する（２分の

１程）額  

転
居
費
※ 

引っ越し業者等使用…見積

額（複数見積もって最も経

済的なもの）  

旅行役務提供者使用…実費  

ただし、同居の家族分も支

給可能、同一市町村内の在

勤公署の変更は対象外  

着
後 

手
当 

日当５日分、宿泊料５夜分  
着
後 

滞
在
費 

宿泊費及び宿泊手当の合計

額（５夜分を限度とする）  

ただし、同一市町村内の在  

勤公署の変更は対象外  
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名称  改正前  名称  改正後  

扶
養
親
族
移
転
料 

・１２歳以上  

職員相当額の鉄道賃、船

賃 、 航 空 賃 、 車 賃 の 全

額、職員相当額の日当、

宿泊料、食卓料、着後手

当の３分の２  

・６歳以上１２歳未満   

上の２分の１  

・６歳未満     

職員相当額の日 当、宿

泊料、食卓料、着後手当

の３分の１  

家
族
移
転
費 

・同居家族ひとりごとに  

交通費、宿泊費、包括宿

泊費、宿泊手当、着後滞

在費の合計額  

・１年以内に移転する場合

も上に準じた額  

ただし、同一市町村内の在  

勤公署の変更は対象外  

※旅費の内容の詳細を規則に委任  


